
合板製造業の構造改善計画
長谷川　将八郎

　普通合板製造業は，昭和38年9月25日，中小企業近代化促進法の業種指定をうけ，昭和43

年度を目標年度とする近代化基本計画を策定し，これに沿って経営の合理化および設備の近

代化などの促進につとめ，その成果はいちじるしいものがあった。

　しかし、近年，台湾，韓国，フイリッピンなど発展途上国における合板工業の発展は，そ

の安価で豊富な労働力を背景に国際競争を激化し，わが国合板工業の国際競争方は大きく低

下するにいたり，とくに，発展途上国に対する特恵関税の供与，資本自由化など国際経済環

境は一層厳しさを加えてきている。

　これらの情勢の変化に対処して，合板製造業の産業体制をととのえ，国際競争力を強める

ため，抜本的な業界ぐるみの構造改善を推進する必要にせまられたのである。

　国産材合板を主体とする本道の合板業界にあってもこのことは例外ではなく，原木供給事

情の激化，生産構造の変化は業界の新しいあり方を強く要求しており，これらの状況に対応

した適正生産方式を早急に実現し，新製品の開拓に努力しながら，国際競争力の強化をはか

る必要があるわけで，全国的規模のなかで構造改善を推進し，そのなかに本道としての特徴

を加味しようとするものである。

　以下に普通合板製造業の現状と構造改善計画の概要を述べる。

　普通合板製造業の現状

　普通合板業界は，227企業275工場（昭和43年12月末

現在）で構成されている。

　この企業規模別推移状況をみると第１表のとおりと

なっており，中小企業の占める割合が高く，企業数に

おいて85％，事業活動において67％を占める。

　企業の資本金別では第２表のとおり，調査企業171

(構造改善事業参加者)のうち，5,000万円以下が126企

業と全体の70％を占めている。

　普通合板製造工場総数275工場（昭和43年末）の地

域的分布については，第３表のとおりほぼ全国的に分

布しているが，とくに愛知、北海道，東京，静岡の５

地区に集中している。このうち，北海道および東北地

方の内陸部は国産材合板の生産が主体で輸出のウェイ

トが大きく，他は，南洋材を原料とした工場で港湾都

市部に立地している。しかし，近時主要港における港

湾事情の悪化，地方港への外材輸入の増加，大都市に

おける工場用地の確保難，都市部における求人難，労

賃の高騰などから新設工場の地方港湾都市への進出が

目ざましい。

　従業員の規模別を見ると、大は1，000人以上から小

は10人以下の工場までその格差は大きく，最も多いの

　第１表　企業数・従業員数の推移

第2表　資　本　金　別　企　業　数（昭43年現在)
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第3表　合板工場の地域別分布
　生産の地域的集中度は新設工場の地方進出にともな

い分散の傾向にあり，昭和38年に北海道，東京，静

岡，愛知，大阪の5地区で約80％を占めたものが，43

年には60％に低下し他地域の比率が増加した。

　普通合板製造業の問題点

　生産技術などの面では，昭和39年中小企業近代化計

画実施を契機に高性能，高能率な新鋭機械の開発，導

入が積極的に行なわれるとともに，メラミン樹脂，水

溶性フェノール樹脂が合板用接着剤として開発され

た。このような生産技術の向上につれ，品質も一段と

改善され，優秀な耐水性合板等が生産されるにいたっ

ているがなお問題点も多い。すなわち，

　イ）発展途上国の進出

　わが国の合板工業は，昭和27年頃から米国内輸出に

よって発展してきたが，34年をピークに停滞をつづ

け，外材合板においては，発展途上国の追上げによ

り，35年75％の米国市場シェアーが，43年には14.6％

を占めるにすぎなくなっている。

　また，わが国への合板輸入も，量こそ少ないが，今

後大巾な増加を示す傾向がみられる。

　ロ）資本の自由化

　合坂製造業は，第二次資本の自由化によって，44年

3月1日から50％自由化業種となった。現在のところ

まだ具体的な外資進出はないが，米国農務省の調査報

告によれば，わが国を米国針葉樹合板の有望な市場と

してアプローチを始めており，その動向は注目され

る。

　ハ）特恵関税

　現在、その具体的内容，方法が明きらかでないが，

特恵供与は必須の情勢となっている。

　これが実施された場合，すでに輸出シェアーの低下

しつつある海外市場において，ラワンドアーを筆頭に

大きな打撃をこうむるばかりでなく，輸入面において

も，一挙に激増することが予想され，わが国合板工業

は輸出入の両面にわたって重大な影響を受けるおそれ

が大きい。

　ニ）原木供給事情の変化

第5表　普通合板の地域別生産割合

　第4表　普通合板生産数量および生産金額

は 100～200 人の中堅工場である。
  普通合板の生産数量は、第 4表に示すとおり、日本
経済の高度成長，住宅着工増大にともない急速に増大
してきており，過去 5ヶ年間で 2.3 倍，年平均伸び率
は 18％に達し，いまやわが国は米国につぐ世界第 2 の
合板生産国になった。
  このうち輸入材合板と国産材合板生産比率は，昭
和 43 年で 92：8であるが、原木供給上の制約から国産
材合板の占める比率が，近年低下しつつある。
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　　　　　　　　　　　構　造　改　善　計　画　の　目　標

＊　昭和39年策定近代計画による
注）生産量はいすれも４ｍｍ換算

　従来良材の産地であったフイリッ

ピンのウェイトが低下し，カリマン

タンなど他の産地からの出材が増加

している。このため従来のラワン類

と異る樹種や低質原木の混入が高ま

り，これら低質材を含めた原木を有

効に利用し得る生産体制の整備が要

請されている。

　ホ）需要構造の変化

　わが国の合板工業は特殊合板に代

表されるような内装的用途を中心と

して発達してきたが，近時，接着性

能の向上，建築工法，生活様式の変

化などの諸条件によって，コンクリ

ート型枠，床用，外装用，足場板用

など構造的分野での利用が急速に拡

まり，需要分野はいちぢるしく多様

化してきた。構造用合板のJAS規格

化にともない，厚物合板の需要の増

加が期待されるが，これは原木供給

事情の変化にきわめて適切な方向で

あり，新しい需要分野の開拓に一層

の努力がのぞまれる。

　へ）その他

　以上のほかにも，防火性能の向上（建築物の防火に

関連して内装制限の強化，燃焼性試験法の改定など建

築法規の改正が進みつつある），在庫機能の弱小性

（本来の在庫設備をもたない工場が多く，工場建物の

一部に製品をストックしている状態であり，わずかな

需要の停滞にも製品置き場がなく，赤字売込みし，需

要が活発化すればたちまち品不足となり，価格変動の

要因となっている）財務面や労務管理のぜい弱性など

多くの問題点をかかえている。

　構造改善事業の目標

　種々の問題点をもつ合板業界としては，その構造的

欠かんを改善するため，合板製造業中小企業構造改善

計画をたて，昭和44年9月30日主務大臣の承認を受け

た。

　これによると，改善着手前の現況と終了後の目標の

主なものは次のようになっている。

　その他の目標項目としては，品質または性能の向上

（接着力，耐侯性，難燃性など），生産費の引下げ

（輸入材合板7.5％，国産材合板8.6％），構造の高度

化に関する事項（業務提携，企業合同の促進，合理的

販売体制の確立，共同技術研究体制の確立，共同職業

訓練の実施，林産工業の集団化）などがある。

　構造改善事項の主な内容
イ，集約化等に関する事項
ロ，新設設備および必要の場合廃棄する設備
ハ，取引関係の改善に関する事項
　共同倉庫の建設－4グループ，87企業，建物17,800
ｍ2，所要資金377,438千円。



　合板製造業の構造改善計画

　共同受注生産－１グループ，８企業，所要資金

3,000千円。

　商社別グループ化による流通経路の安定化－７グル

ープ，51企業，

ニ，技術の改善に関する事項

　合理化カルテルによる品質の統一向上－７工業組

合，145企業，所要資金2,000千円。

　共同職業訓練所の設置－１工業組合，24企業，所要

資金10,000千円。

　共同試験研究の実施－５工業組合，169企業，所要

資金5,000千円。

　大体以上のような内容をもった構造改善計画で，そ

の実施時期は昭和44年９月～50年３月末まで足かけ６

年におよぶものである。

　本道合仮業界も，全国的規模のなかで事業を遂行す

るのであるが，国産材合板部門はその中心が本道であ

り，本道のための計画といっても過言でないものであ

る。

　　　　－道林務部林踵課　林業専門技術員－


